
Ⅱ 項目別評価
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項目別評価に当たっては、法人から提出された業務実績報告書の検証を踏まえ、事業の進捗状況及

び成果について、年度計画の評価項目ごとに以下の５段階で評価を行った。

評

定

Ｓ … 年度計画を大幅に上回って実施している

Ａ … 年度計画を上回って実施している

Ｂ … 年度計画を概ね順調に実施している

Ｃ … 年度計画を十分に実施できていない

Ｄ … 業務の大幅な見直し、改善が必要である
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血管病（心血管疾患及び脳血管疾患）について、適切な治療を実施するとともに、血管病
予防の視点から、生活習慣病治療の充実を図る。

また、治療の実施に当たっては、研究部門における高齢者の血管障害の特徴の解析や、高
齢期における血管障害予防のための生活習慣病改善手法の開発と連携を図る。

○ 平成２２年度の業務実績評価を踏まえ、年度途中から心臓外科の診療体制強化を図っ
たことにより、平成２３年度後半での手術件数増加につながった。今後の実績増に期待
する。

○ センターが所在する医療圏には大学病院など高水準の医療機関が集中している中で、
外科手術やその他の治療件数を着実に伸ばしていることは評価できるが、今後も治療件
数を伸ばし続けることは容易ではない。高齢者専門病院であることを踏まえ、治療後の
患者のＡＤＬ（日常生活動作）の状態など、高齢者ならではの医療の質の評価基準を検
討していく必要がある。

○ 先端医療として期待される幹細胞を用いた心筋再生医療の実現に向け、研究部門と連
携し研究に取り組んでいる。重症心疾患の治療法として、今後の研究成果に期待する。

評 定 ： Ａ（年度計画を上回って実施している）

・急性心筋梗塞に対するインターベンション治療を推進する。

・研究部門との連携のもと、他施設と連携して、臨床応用に向けた心筋再生などの研究を積
極的に進める。

・脳動脈瘤に対するコイル塞栓術、症候性の内頸動脈狭窄症に対するステント留置術等、よ
り低侵襲な血管内治療を推進する。

・「東京都脳卒中救急搬送体制」へｔ－ＰＡ治療可能施設として参画し、急性期脳梗塞に対
する血栓溶解療法の取組を更に推進する。

・糖尿病・脂質異常症患者を対象としたクリニカルパス入院（合併症・動脈硬化検査入院パ
ス、血糖コントロールパス）により、メタボリックシンドロームや動脈硬化の危険因子の
評価を引き続き行い、患者の治療に役立てる。

・遺伝子情報を活用したオーダーメイド骨粗鬆症治療を積極的に進める。
■平成２３年度目標値 オーダーメイド治療実施件数 ５０例／年

年 度 計 画項 目

・腹部大動脈瘤に対するステントグラフト治療を推進する。

・冠動脈バイパス術、弁置換術、不整脈に対する植え込み型除細動器（ＩＣＤ）、心臓再同
期療法（ＣＲＴ）等の心血管疾患治療を積極的に進める。

・末梢動脈疾患の患者への血管再生治療を積極的に行う。また、末梢血単核球細胞移植療法
のクリニカルパスを完成させ、運用を図る。

■平成２３年度目標値 血管再生治療実施件数 ５例／年

・血管病診断の強化を図り、非侵襲的な画像診断・検査に積極的に取り組む。
1

(ｱ) 血管病医療への取組

ア ３つの重点医療の提供

１ 都民に提供するサービス及びその他の業務の質の向上に関する事項

（１） 高齢者の特性に配慮した医療の確立と提供

ア ３つの重点医療の提供

センターの重点医療である①血管病医療、②高齢者がん医療、③認知症医療において適切な医療
を提供する。

また、医療と研究の一体化のメリットを活かして高度・先端医療の研究及び臨床への応用を進
め、新たな治療法の開発や後期高齢者に対する標準的治療法の確立を目指す。
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ア ３つの重点医療の提供

・新施設における在宅医療支援の本格実施に向けて、外来化学療法の更なる拡充を図るとと
もに、地域の医療機関等による訪問診療･看護につなぐ、退院支援のための訪問看護がで
きるよう、検討を進める。

・ラジオ波焼灼・ＰＥＩＴ治療(経皮的エタノール注入療法)等、がん治療の充実を図る｡
■平成２３年度目標値 定位放射線照射件数 １２例／年

・肺がんに対する定位放射線照射や分子標的療法、肝腫瘍に対するＴＡＩ(動脈内注入療法)

年 度 計 画

・早期胃がんへのＥＳＤ（内視鏡下粘膜下層剥離術）の確立、早期胃がんやごく早期の進行
胃がんに対する腹腔鏡補助下胃切除術や、大腸がんに対する腹腔鏡下手術の適用拡大によ
り、高齢者がんに対する低侵襲手術を推進する。

(ｲ) 高齢者がん医療への取組

高齢者がんに対する、低侵襲手術、放射線治療、先端医療等、高齢者の特性に配慮しＱＯ
Ｌを重視した治療を実施する。

評 定 ： Ａ（年度計画を上回って実施している）

○ 高齢者専門病院として、低侵襲手術を中心としたがん医療に取り組んだ。さらに、緩
和ケアチームによる院内コンサルテーションの実施等、新施設での緩和ケア病棟開設に
向けた準備を着実に行った。今後も患者に寄り添った医療の実現を期待したい。

○ 外科的手術等による高度専門医療に取り組むと同時に、外来化学療法を充実させ、実
績を大幅に増加させるなど、国の政策目標でもある在宅医療の推進に寄与した。今後、
大腸がん診療連携協力病院として、地域のがん医療の充実にますます貢献することを期
待する。

・肺がん治療の充実を図るため、呼吸器外科医師による相談体制の充実を図る。

・臍帯血移植を含む造血幹細胞移植療法により、高齢者血液疾患に対する安全で確実な治療
を更に推進する。

■平成２３年度目標値 造血幹細胞移植療法実施件数 ３５例／年

項 目

2
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・研究部門で実施するアミロイド･イメージングと、病院における臨床、画像診断、検査の
比較・検討を有機的に実施することで、アルツハイマーの早期診断法の確立を目指す。

・回想療法、音楽療法等の非薬物療法を実施する。

ア ３つの重点医療の提供

評 定 ： Ａ（年度計画を上回って実施している）

○ 認知症疾患医療センターの指定に先立って、平成２３年８月から精神保健福祉士や臨
床心理士による初回面接を実施するとともに、もの忘れ外来の診療体制強化にも引き続
き取り組むなど、患者対応は十分に行われている。今後は、認知症疾患医療センターと
して、今まで以上に高水準の医療を提供するとともに、認知症に係る地域連携の推進、
専門医療を支える人材育成という点での貢献を期待する。

○ 生前にアミロイドＰＥＴを施行した脳剖検６例の画像と病理の対比に関する学会発表
が、高い評価を得たことは、センターが目指すトランスレーショナル・リサーチの推進
の具体的な成果であるといえる。今後も研究と医療の連携により、認知症医療の発展に
寄与することを期待する。

・新薬開発に係る治験への参加･協力を積極的に行う。

認知症の早期発見と症状の改善・軽減、進行の防止のため、認知症に対する診療体制を強
化することを目指す。

「東京都認知症疾患医療センター」に参画し、地域における認知症疾患の保健医療水準の
向上を図る。

・各診療科医師の認知症スクリーニング能力の向上を図るとともに、身体合併症を有する認
知症患者の治療を充実する。

・研究部門の医師との協働によるもの忘れ外来の再整備を進めるとともに、もの忘れ外来の
初診患者受入れの充実を図る。

・ＭＲＩでの統計解析を取り入れ、ＳＰＥＣＴ及び研究部門と連携したＰＥＴの機能画像と
の比較検討、診療科との合同カンファレンスにより診断精度の向上と早期診断を推進す
る。

■平成２３年度目標値 ＭＲＩ検査件数（認知症関連） １，０００例／年
■平成２３年度目標値 脳血流ＳＰＥＣＴ検査件数 ７５０例／年

・精神科とリハビリテーション科の連携により運動療法、作業療法、認知リハビリテーショ
ン、軽度認知障害に対する記憶力トレーニングの実施に向けて、勉強会・カンファレンス
の開催や病院・関連施設の見学を行うとともに、継続して検討を行う。

・認知症専門医の育成を進める。

項 目 年 度 計 画

3

(ｳ) 認知症医療への取組
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・東京都脳卒中救急搬送体制への参加により、脳卒中患者を積極的に受け入れ、救命と後遺
症軽減を図る。

・高齢者総合評価（ＣＧＡ）の考え方に基づいた医療を推進するとともに、高齢者のＱＯＬ
をより一層重視する観点から、退院困難要因調査等の取組により、平均在院日数の短縮を
図る。

■平成２３年度目標値 総合評価加算算定率 ９０．０％
※総合評価加算算定率＝総合評価加算算定件数／退院患者数

項 目 年 度 計 画

・クリニカルパスを用いる手術症例に対して、手術前検査の外来化を推進するとともに、診
療科から麻酔科への術前評価依頼について、外来・入院時ともに迅速かつ確実に評価が行
える仕組みづくりを進める。

評 定 ： Ａ（年度計画を上回って実施している）

○ 在院日数の短縮を図り、限られた病床を有効に活用して、効率的に必要な医療を提供
することが急性期病院としての役割である。そのため、地域の医療及び介護機関との連
携強化、ＭＳＷの病棟担当制の開始など、在院日数の短縮に多方面から取り組み、実績
を上げてきた点は評価できる。

○ ＣＣＵにおける患者の受入数の増加やｔ－ＰＡ実施件数に見られるように、急性期病
院として重症患者を積極的に受け入れている。引き続き重症患者の受入れに努めていく
ことを期待する。

4

適切な入院計画に基づく医療の提供、退院調整システムの整備、急性期医療の充実により
急性期病院としての機能を発揮していく。

・急性期の心血管疾患及び脳血管疾患については、ＣＣＵ（冠動脈治療ユニット）・脳卒中
ユニットにおいて、重症度の高い患者にも対応できる医療を２４時間体制で提供する。

イ 高齢者急性期医療の提供

・栄養サポートチーム（ＮＳＴ）の活動を強化し、患者の栄養状態等の管理、評価に基づく
効果的な栄養治療管理計画を提言、指導することで、早期離床、在院日数の短縮を図る。

・退院支援チームの活動を強化し、高齢者スクリーニングシートや退院支援計画書の活用に
より、退院支援の充実を図る。
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・高齢者の急性期医療を担う医療機関として地域の医療機関との連携に積極的に取り組み、
紹介患者の返送や逆紹介を積極的に行う。

■平成２３年度目標値 紹介率 ８０．０％
※紹介率（％）=紹介患者数／新規患者数×１００

■平成２３年度目標値 返送・逆紹介率 ５３．０％
※返送・逆紹介率（％）=（返送患者数＋逆紹介患者数）／初診患者数×１００

項 目

5

・地域における医療・福祉のネットワーク構築のため、患者の退院時における退院支援合同
カンファレンスの推進、看護ケアセミナーの開催、地域医療機関等への認定看護師等の講
師派遣などによって、連携医や高齢者介護施設との協働を進める。

・都や医師会、二次医療圏内の医療機関等関係機関との協働の下、地域連携クリニカルパス
作成の取組に積極的に参画し、地域の医療機関や高齢者介護施設との連携を推進する。

ウ 地域連携の推進

・ホームページや医療連携ニュースの発行などにより、センターの診療科や診療内容、特色
ある治療法・手技等の広報活動を強化するとともに、地域の医療機関と「顔の見える医療
連携」を進める。

年 度 計 画

評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

・定期的な公開ＣＰＣの実施、医師会との共同での勉強会や講演会、都民向けの公開講座開
催などの取組を通じて、連携医療機関の拡大･新規開拓に努める。

○ 在宅医療を推進していくに当たっては、地域連携への地道な取組が重要である。そこ
で、患者退院時合同カンファレンスの実施や看護ケアセミナーの実施等、地域連携の推
進を図り、ネットワークの構築に努めたことは、退院支援に関わる重要な取組であり、
評価できる。

○ 患者の受入れにおいても地域連携は不可欠である。紹介率が前年度より減少している
こと、病床利用率が下がっていること等の課題を踏まえ、患者受入れに向けたより一層
の連携強化のため、「医療連携委員会」を新たに設置しており、今後の実績に期待する。

○ 新たに板橋区乳がん検診を受託したことは、地区医師会との協力関係の強化及び患者
の増加という観点から評価できる。

・地域の医療機関等へのＰＲ活動を強化し、画像診断・検査依頼、患者紹介を積極的に受け
入れ、専門医による読影・診断等の結果報告など紹介元医療機関との連携を図る。

■平成２３年度目標値 連携医からのＭＲ検査依頼割合 ４．０％

・ＣＣＵネットワークを中心とした心疾患医療連携体制に参加し、ＣＣＵハートラインによ
る救急患者受入れを増やす。

※ ＣＣＵハートラインとは、消防庁救急隊とＣＣＵを直結する電話連絡システム

地域医療連携を一層促進するとともに、地域の高齢者介護施設等への情報発信を行い、高
齢者医療における地域連携モデルの確立を目指す。
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・特定集中治療室のより効率的な運用を目指し、更なる体制整備を進める。
■平成２３年度目標値 時間外の救急患者数 ４，０００人／年

・高齢者の急性期医療を担う二次救急医療機関として、救急患者に的確に対応するととも
に、「救急医療の東京ルール」への対応及び救急患者の積極的な受入れを図る。

※「救急医療の東京ル－ル」による地域救急搬送体制整備事業とは、東京都地域救急医療センター、救急患
者受入コーディネーター、救急医療機関などの関係機関が連携して救急患者を迅速に受け入れる仕組み

項 目

6

評 定 ： Ａ（年度計画を上回って実施している）

・地域医療機関からの救急患者紹介や患者・家族からの診療の問い合わせに迅速・的確に対
応できる体制整備を進める。

エ 救急医療の充実

年 度 計 画

○ 救急診療部の設置や一元的な病床管理を行う専門職員の配置など、救急患者受入れの
ための体制強化を図ったことにより、受入数を前年度より増加させたことは評価できる。

○ 研修医を対象として、受入救急患者の症例検討を毎朝行うなど、救急診療部を研修医
の育成の場として活用したことは、次代を担う医療人材の育成とともに、センターの救
急医療体制の強化を図る上で有効な取組である。

○ 救急患者の半数近くが入院をしていることから、受入数だけでなく、重症患者を積極
的に受け入れているという点で、評価できる。
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7

・また、ＤＰＣに的確に対応するため、クリニカルパス委員会、ＤＰＣ・保険委員会の連携
により、クリニカルパスの見直しを図る。

■平成２３年度目標値 クリニカルパス実施割合 ３８．０％
クリニカルパス有効割合 ９３．０％

オ 安心かつ信頼できる質の高い医療の提供

評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

○ 医療の質の向上に向け、ＤＰＣデータを活用した検討を行ったほか、新施設での電子
カルテデータの活用を想定し、医療の質の指標の明確化に取り組んだ。今後、検証ワー
キングにおける検証をもとに、医療の質の向上に具体的につなげていくことを望む。

○ トランスレーショナル・リサーチの推進により、病院部門と研究部門との共同研究の
推進が図られ、前年度に比べ、より幅広いテーマでの研究に取り組んでいる。今後とも
医療と研究の一体化のメリットを活かし、質の高い医療の実現に向けた取組を期待する。

・トランスレーショナル・リサーチ推進会議を活用して、臨床的課題（神経刺激機器を利用
した排尿障害機序の研究など）についての研究成果を臨床部門にフィードバックすること
により、医療の質の向上を図る。

・センターの診療内容について、ＤＰＣ検証ワーキングで分析・検証を行い、データの蓄
積・共有化を図る。

項 目 年 度 計 画

(ｱ) より質の高い医療の提供

・医療の質は、診療委員会等においてＤＰＣデータを用いて患者のＱＯＬをより向上させる
入院治療のあり方を検討するとともに、看護の質は、看護の質向上委員会をはじめとする
各種委員会において更なる質の向上を図る。また、医療の質の評価指標について検討す
る。

・高齢者にとって最適な医療の確立と治療方法の標準化に向けて、チーム医療を推進すると
ともに、クリニカルパス適応症例の拡大と内容の充実を図る。

・診療の質の向上と効率化を支える電子カルテと、それに連携する部門システムの構築に向
けて、システム構築を進めるとともに、紙カルテのデータ化と老朽化している先行システ
ムの入れ替えを行う。
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年 度 計 画

オ 安心かつ信頼できる質の高い医療の提供

オ 安心かつ信頼できる質の高い医療の提供

項 目

8

・セカンドオピニオン外来の広報普及の活動を進める。

評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

(ｲ) 患者中心の医療の実践

制定した「患者権利章典」に則った患者中心の医療を実践するとともに、院内各所への掲
示やホームページ等を通じて、患者等への周知を図る。

・患者の主体的な医療参加を促し、患者や家族の納得と同意（インフォームド・コンセン
ト）を得ることに努め、患者の満足度向上を図る。

・認定看護師等の資格取得を支援し、看護の質の向上を図るとともに、その専門性を活用し
たケア外来の充実に努め、医師と看護師が協力して患者・家族への十分な説明を行うこと
により、患者の立場に立った療養支援を行う。

○ 患者の立場に立った医療の実践という観点から、セカンドオピニオン外来の実施診療
科を増やしたことは評価できる。

○ 看護ケア外来や、緩和ケアチームによる全病棟のラウンドなどにより、患者の苦痛症
状の緩和や生活の質の向上等、患者の立場に立った医療を実施している。今後は、こう
した取組が患者にどのように受け止められているかを検証しながら、患者中心の医療を
一層追求してもらいたい。

9

(ｳ) 法令・行動規範の遵守

・全職員を対象としたコンプライアンス研修を実施し、関係法令を遵守することはもとよ
り、高齢者医療及び研究に携わる者の行動規範と倫理を確立し、適正な運営を行う。

・個人情報保護及び情報公開に関する規定等に基づき、個人情報の保護及び情報セキュリ
ティー対策に努めるとともに、情報開示について適切に対応する。

項 目 年 度 計 画

評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

○ コンプライアンス研修、情報セキュリティー研修等は、勤務時間内での実施であった
ため参加者数は前年度に及ばなかった。こうした基本的な研修を確実に職員に実施して
いくためには、研修の開催時間や手法を工夫していく必要がある。

○ 研修受講後のアンケート調査を実施し、研修受講により理解が深まったと感じている
ことが把握されている。

○ ホームページを利用しやすいように、文字やレイアウト、色使いなどの工夫を行うと
ともに、掲載内容の充実を図ったことで、アクセス件数が増加した。積極的な情報発信
の成果として評価できる。今後、高齢者のホームページの利用が増えてくると思われる
ため、引き続き見やすいホームページ作りを求める。

・委託業者を含めた個人情報保護に係る研修等を実施し、全職員の個人情報保護の意識向上
を図る。

・個人情報保護の規程等に基づき、カルテ等の診療情報をはじめ、患者等が特定できる個人
情報の適正な管理と保護を徹底するとともに、患者及びその家族への情報開示を適切に行
う。

・医療機関の医療機能情報提供制度（東京都医療機関案内サービス「ひまわり」）やホーム
ページなどを通じて、センターが提供する医療内容や診療案内等を情報発信し、患者・家
族等の利便に供する。
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10

・安全管理委員会において、安全管理マニュアルを適宜見直すとともに、院内への情報周知
を徹底し、医療安全管理体制を強化する。

・インシデント・アクシデントレポートの活用により情報の収集・分析を行い、迅速かつ円
滑に対策の検討、院内周知を図る。また、ホームページ等を活用して、安全対策の取組を
公表する。

・せん妄対策チームを拡充し、せん妄に対する「早期発見・治療・ケア」を継続していく。

○ インシデント・アクシデントレポートを電子化したことにより、職員が情報を入手し
やすい環境を整備した。情報の院内周知を促進する取組として評価する。

○ ＩＣＴラウンドの定期的な実施により、感染管理の強化が図られている。個別指導に
より職員の感染管理に対する意識の向上が進められている。

・転倒・転落の防止策及びせん妄への対応等について、研究部門の老年症候群に関する研究
チームとも連携しながら、リスクの回避・軽減に有効な手法を検証し、高齢者に必要かつ
安全な療養環境を整備する。

評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

(ｴ) 医療安全対策の徹底

・国際基準に準拠した日本ＡＣＬＳ協会が認定するインストラクターによるＢＬＳ（Ｂａｓ
ｉｃ Ｌｉｆｅ Ｓｕｐｐｏｒｔ：一次救命措置）の研修を、医師・看護師等を対象として
定期的に開催し、ＢＬＳのプロバイダ資格取得者を増やす。

・院内感染対策サーベイランスを定期的に実施し、院内感染の予防に努める。

項 目 年 度 計 画

・セーフティ・マネージャーが中心となって段階的・体系的な安全管理研修を実施し、派遣
職員や委託業者を含む全職員を対象に研修を実施し、知識・技術と意識の向上を図る。

■平成２３年度目標値 安全管理研修延参加者数 １，５００人／年

・院内感染防止対策の強化を図るとともに、地域ぐるみの感染症対策に取り組む。

・新人看護師・研修医をはじめとする職員に対する実技を含めた安全教育を行うとともに､
支援体制を充実する｡

・院内感染症対策研修等を定期的に開催し、感染症防止に対する職員の意識向上を図る。
■平成２３年度目標値 院内感染対策研修等延参加者数 ２，２３０人／年
（参加型研修等７３０人／年、掲示型研修等１，５００人／年）

・ＩＣＴラウンドによる個別指導を実施する。

・センター全体及び各部門において、医療事故防止並びに院内感染防止対策の取組を主体的
に進め、都民に信頼される良質な医療を提供する。また、薬剤管理対策を徹底させるた
め、外部委員による「薬剤管理に関する検討会」の答申報告に基づいた対応策を実施す
る。

オ 安心かつ信頼できる質の高い医療の提供
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・ボランティアとの定期的な意見交換会等の開催により、患者の視点に立ったサービス向上
策の企画や実施を協働して行う。

・患者・家族等の利便性向上策について検討し、現施設において実現可能なものは迅速に取
り組むとともに、新施設において更なる利便性の向上を図るため、会計窓口や診療予約シ
ステム等の検討を進める。

項 目 年 度 計 画

・外来、検査部門や受付・会計窓口等における表示の改善、待ち時間の短縮に向けた取組を
進め、患者・家族等に優しい施設となるよう取り組む。

(ｲ) 療養環境の向上

カ 患者サービスの一層の向上

○ 患者サービスの向上のための取組を企画・立案・実施する組織として「患者サービス
向上委員会」が設置され、患者・職員からの提案等を迅速に実現することができる体制
をとった。その結果、患者サービス推進月間を設け、接遇の向上を図るなど、委員会で
の検討結果が具体的な取組につながっている。

○ もの忘れ外来において初診枠を拡大し、患者の受入れを進めた結果、診察までの待ち
期間を短縮したことも、患者サービス向上の成果である。

・現行施設の中で可能な限り、施設・整備の改修・維持補修を実施し、患者・家族等により
快適な療養環境の提供に努める。

(ｳ) 患者の利便性と満足度の向上

・ボランティアの活動しやすい環境を整備するとともに、センター内外の広報媒体を活用し
た募集を行い、ボランティアの受入拡大を図る。

評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

11

(ｱ) 高齢者に優しいサービスの提供

・患者・家族等への接遇向上のため、患者の声や患者満足度調査結果等の活用、接遇研修の
実施などにより、接遇の改善を図る。

・患者満足度調査を実施し、患者の意見や要望を速やかに病院運営に反映させるとともに、
患者サービス向上委員会を設置し、患者サービスの改善を図る。

■平成２３年度目標値 患者満足度９０．０％
※退院患者に対して実施するアンケートへの回答（非回答除く）で、病院全体としての満足度につい

て、「大変満足]又は「満足」の回答割合

・ボランティアをまとめるコーディネーター育成や、効率的かつ効果的なボランティアのシ
ステム構築を進める。ボランティアの受入れに対応する組織づくりや、ボランティアの役
割拡充について検討する。

－19－



評 定 ： Ａ（年度計画を上回って実施している）

○ 老化のメカニズムや老化の制御に関する研究は、疾病の予防、診断法の開発、治療薬
の開発等を支える基盤的な研究である。この基盤的な研究に着実に取り組み、国内外の
学会誌等で新たな研究成果を積極的に公表している。

○ 特に、アルツハイマー病の脳において増加するタンパク質の測定法を開発したことは、
今後の認知症の診断法の開発につながる成果として期待できる。

○ 心身への負担のない皮膚刺激法がもたらす効果の一つである排尿抑制効果について、
病院部門と連携して臨床研究に着手した。また、痛みの制御の効果についても臨床研究
の方法を確立した点で、前年度までのラットを用いた研究からの着実な進展が見られ、
評価できる。

12

ア 老化メカニズムと制御に関する研究

高齢者の健康長寿や老年病の予防法・診断法の開発等を担う老化・老年病研究を支える遺
伝子発現、蛋白質発現、分子修飾などに関する基盤的な研究を行う。

老化メカニズムの解明と応用に関する研究では、老化の成立について、種々の実験対象と
先進的な方法により解析し、老化制御研究や老年病研究の進展に寄与する研究成果の実現を
目指す。

老化制御に関する研究では、食事・運動・環境要因・酸化ストレスなど老化を制御する
様々な要因を明らかにし、高齢者の生活機能の維持あるいは老化遅延や老年病発症予防に資
する方法の開発・普及を目指す。

その研究成果を地域高齢者の健康維持・増進や若齢期の生活習慣病の予防にも応用する。

・健康長寿に寄与するミトコンドリア遺伝子を含むゲノムの解明及び探索を行う。（線虫を
用いた寿命を延長させる化合物の探索、探索ゲノム多型が加齢加速に及ぼす影響の解明、
超百寿者に関する健康長寿マーカーの探索、剖検例におけるミトコンドリア多型を探索し
疾患との関連解明、など）

・加齢に伴う分子修飾であるシトルリン化を検出する系の開発と応用を行う。

・老化に伴う組織・臓器レベルでの障害の解明と予防法に関する研究として、自律神経によ
る血流調整の画像解析を行う。（機能的ＭＲＩを使った脳血流賦活法の開発など）

・老化制御、老年病予防につながる個体レベルの理論の開発を行う。（ビタミンＣ摂取と吸
収のメカニズム解析、トレハロースの作用機序の解析、健康長寿に資する身体運動法の開
発、など）

１ 都民に提供するサービス及びその他の業務に質の向上に関する事項
（２） 高齢者の医療と介護を支える研究の推進

項 目 年 度 計 画
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評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

○ 病院部門の重点医療である血管病医療に係る研究として、心疾患に対する細胞移植の
研究など、臨床応用につながる研究に取り組んでいる。

○ 平成２３年度は、動物を用いた心筋再生の試験により、移植手術の有用性を確認する
など、研究に進展が見られる。

○ 高齢者に特有な疾患のモデル細胞の構築を目指す研究は、今後の疾患の解明のための
基礎となる点で意義がある。また、病院部門の手術患者の同意を得て採取した細胞を研
究に活用していることは、病院部門と一体の研究機関である特徴を活かした取組として
評価できる。

13

イ 重点医療に関する病因・病態・治療・予防の研究

(ｱ) 血管病の病因・病態・治療・予防の研究

心疾患、脳血管疾患及び生活習慣病の予防法、診断法、治療法の開発や血管再生医学に関
する研究を行う。

・高齢者における血管病変を対象とした研究を進める。（心筋再生医療に向けた動物等の幹
細胞を用いた前臨床研究、高齢者特有の疾患解明に向けた疾患モデル細胞の基盤確立、幹
細胞移植医療の臨床応用を見据えた細胞培養条件の検討ならびに標準手順書の提示、な
ど）

・生活習慣病に関する基礎的・臨床的研究を進める。（ゲノム多型と動脈硬化の中でも特に
粥状動脈硬化症の関連解明及び動脈硬化のプロテオーム解析、高齢者糖尿病における血管
合併症のリスク評価に有用な臨床指標の開発、など）

項 目 年 度 計 画
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評 定 ： Ｓ（年度計画を大幅に上回って実施している）

○ 食道がんの病理診断に有用な指標を明らかにし、学会で高い評価を得るなど、がんの
診断法の開発に向け進捗が見られる。

○ 高齢期の乳がんの研究については、従来の乳がん治療に用いられるホルモン剤による
治療が高齢者の場合効果を発揮しにくいことを解明し、高齢者の特性に適合した治療法
を提唱するなど、積極的な取組を行っている。高齢者にとって副作用の少ない治療法の
提言を行ったことは、老年病に係る専門の研究機関としての存在意義を示す成果であり、
評価できる。

○ ＰＥＴによるがんの診断薬の開発についても、臨床試験が順調に進んでおり、今後の
診断への活用が期待できる。

14

イ 重点医療に関する病因・病態・治療・予防の研究

(ｲ) 高齢者がんの病因・病態・治療・予防の研究

高齢者がんの病態解明と診断法の開発に関する研究を行う。

・人体各組織のテロメア長測定法を用いて、高齢者疾患の人体病理学的解析など、高齢者が
んにおける病態解明に関する研究を行い、二次がん発生予測等への応用を図る。また、飲
酒や生活習慣病との関連も解析する。（食道がん、膵臓がん、糖尿病、など）

・加齢に伴うテロメアの変化やホルモン動態の解析研究を行う。特に、近年、高齢者に増加
の激しい大腸がんを性別を考慮して解析する。（高齢者がんと早期老化の関連解明、悪性
腫瘍発症とエストロゲン動態の関連解明、など）

・ＰＥＴを用いた診断法の開発を行う。（新しいがんの増殖能評価ＰＥＴ薬剤の臨床薬剤の
臨床試験の継続、ＰＥＴによるＤＮＡ合成速度評価法の開発、種々のがん診断への応用、
など）

項 目 年 度 計 画
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評 定 ： Ｓ（年度計画を大幅に上回って実施している）

○ ＰＥＴを使った認知症の画像診断の研究については、診断薬の開発、前臨床研究を行
い、新たな診断法の開発に向け着実に進展している。

○ 研究所が先駆的に取り組んできた脳内のアミロイドの蓄積によるアルツハイマー病の
診断法が国際的な基準となり、これまでの研究成果の意義が裏付けられた。今後、蓄積
してきたデータや研究知見を国内外において有効に活用していくことが期待できる。

○ 生前に撮影した脳の画像解析と、解剖した脳の病理解析の対比を行った研究について
は、両者の相関を示し、国内の学会で高い評価を得ている。研究所のブレインバンクや、
病院部門との連携が活かされた成果であり、今後、早期診断法の開発につながることが
期待できる。

○ ブレインバンクは、国際的に見ても貴重な生体試料を保有している。今後も生前同意
などの仕組みにより試料の収集に努めるとともに、ブレインバンクの存在自体のＰＲを
積極的に行っていく必要がある。

15

イ 重点医療に関する病因・病態・治療・予防の研究

(ｳ) 認知症の病因・病態・治療・予防の研究

認知症の早期診断法、治療法、予防法の開発に関する研究では、もの忘れ外来､治験など､
病院部門との連携強化を図り、医療と研究の一体化のメリットを活かした研究を実践する。

また、病院部門における最新の知見に基づく多様な治療法の導入など、一人ひとりの患者
に最適な診断・治療が実施できるよう、研究成果を臨床現場へ還元する。

・平成２２年度に確立したＰＥＴやＭＲＩを用いた神経画像解析に基づいて、認知症病態の
研究を行う。（新たに開発した活性化ミクログリア診断薬の臨床研究体制の整備、ＰＥＴ
・ＭＲＩ画像データベースに基づいた健常老年者の標準的脳加齢変化の推定による加齢変
化の促進因子・抑制因子についての検討、アミロイドイメージングの定量解析法、診断法
の開発による認知症早期診断法の確立、など）

・認知症等の病態解明と臨床応用のための分子生物学的研究と制御法の開発を進める。（水
素分子による認知障害抑制機構の解析、認知症抑制のための分子修飾メカニズムの研究と
応用、認知症治療に向けた薬理作用の研究、など）

・中枢神経系の病理学的解析のための研究に取り組むとともに、ブレインバンクの応用を拡
大する。（アルツハイマー病発症とシトルリン化蛋白質の関連性解析、糖鎖の解析、な
ど）

・これまでの研究結果に基づいて、認知症の早期発見と認知症予防を目的とした健診方法の
開発を実施する。（認知機能低下リスク高齢者や初期認知症のスクリーニング法の検討、
認知機能低下抑制プログラムの開発、など）

・認知症への医療機関の対応、地域関係機関との連携を支援する研究を推進する。（医療機
関などにおける認知症対応能力を評価するための尺度開発、認知症疾患医療センター・地
域医療機関・地域包括支援センターの連携に向けた事業パッケージの考案、など）

項 目 年 度 計 画
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評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

○ 高齢者の生活機能の低下や要介護の原因となる、筋肉機能低下に関わるバイオマーカ
ーを特定するための研究を行い、病院部門のリハビリ科と共同で臨床研究に着手してい
る。高齢者に特有の疾患である、加齢性筋肉減少症（サルコペニア）の診断法の開発に
つながる成果を期待する。

○ 骨粗しょう症の研究については、骨粗しょう症の発生に関連する遺伝子と破骨細胞の
関係性を解明するなど、発病のメカニズムの解明において新たな知見を得た。今後、疾
患予防・治療法の開発につながる研究の進展を期待する。

16

イ 重点医療に関する病因・病態・治療・予防の研究

(ｴ) 運動器の病態・治療・予防の研究

高齢者の生活機能低下や要介護の原因となる運動器障害の病態解明や生活機能への影響、
さらには、予防法の開発に関する研究を行う。

・筋骨格系の老化の解明とその成果の応用を推進させる。（モデル動物を用いた加齢性筋肉
減少症（サルコペニア）及び廃用性筋委縮のメカニズム解明、筋と運動神経維持メカニズ
ム解明とバイオマーカー開発と臨床例への応用、薬物を利用した筋力向上作用の解析、骨
粗鬆症ハイリスクグループと相関する遺伝子多型の臨床病態との関連解明及び診断・治療
への応用、など）

・疫学的手法を用いた筋骨格系の障害発生の起因解明と生活機能維持を目的に大規模調査を
実施する。（高齢者を対象とした千人規模の集団検診の実施、高齢者における日常身体活
動解析、介護予防事業への不参加者の特性把握・課題抽出、など）

・骨粗鬆症、加齢性筋肉減少症（サルコペニア）の予防のための介入研究を実施し、プログ
ラムを開発する。（筋力トレーニングを含む複合運動プログラムの開発、長期効果の検
証、など）

・高齢者骨折の要因解明とデータベースの構築を行う。（糖尿病患者の転倒に及ぼす加齢性
筋肉減少症（サルコペニア）の影響、筋力量を規定する細胞増殖因子の遺伝子多型の同定
と臨床応用、乳塩基性タンパク質と日常身体活動の骨代謝への効果、など）

項 目 年 度 計 画
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・老化予防に関するバイオマーカーの応用研究を推進する。（血液老化マーカーを用いた老
化予防プログラムの準備、ビタミンＣ・ビタミンＤと生活機能低下や虚弱化との関連の検
証、など）

評 定 ： Ａ（年度計画を上回って実施している）

○ 多様なアプローチにより、高齢者の健康維持や社会的支援の在り方について研究に取
り組んでいる。自治体と共同した研究に積極的に取り組んでおり、行政施策への貢献度
が高い点を評価する。

○ 口腔機能の向上に関する研究については、運動機能向上、栄養改善と併せた包括的な
サービスの有効性を提言し、国内の学会で高い評価を得たほか、介護報酬の改定に、提
言内容が反映されたことは、研究成果の社会還元という点で意義のある実績である。

○ 東日本大震災を受けて、都内の在宅療養高齢者に対する災害の影響について調査を行
い、精神機能や日常生活能力の低下等の実態を明らかにした結果は、今後の災害時の高
齢者支援に向け有効に活用されることが期待できる。

○ 「みとりケア」は、介護施設にとって大きな課題である。地域の医療・介護に対する
支援は、今後センターに期待される役割であり、研究成果を踏まえ、介護現場に積極的
な働きかけが行われていくことを期待する。

17

ウ 高齢者の健康長寿と福祉に関する研究

７５歳以上の高齢者とその家族が、住みなれた地域において安定した不安の少ない生活を
継続できるよう支援し、生活機能を維持するとともに、要介護状態にあっては、その介護の
あり方について研究することが重要である。このため、老年病症候群・介護の予防や在宅介
護について社会参加、ＡＤＬの維持、予防、介護の視点からの開発や研究を行う。

・元気高齢者に対する老化の一次予防対策と社会参加に関する課題を整理し、社会活動の有
用性の実証研究を進める。（有償ボランティアをめぐる諸課題の整理、など）

・介護予防の促進に関する手法開発のため、運動器などを対象とする研究を構築する。（膝
痛改善プログラムなど運動器を対象とする介入研究の実施と効果検証、包括的な口腔機能
向上サービス提供方法の検討、など）

・平成２２年に立ち上げた「良質なみとりケアのあり方」に関する共同研究体制を活用し
て、抽出した具体的課題に基づいて対象施設を確定し、介入を開始する。（特養ホームの
みとりについて抽出課題に基づいた実践研究の実施、など）

・要介護化とその重度化に関連する社会的・制度的要因、及び要因間の関連解明に向けた調
査を推進する。（家族介護者の介護実態と負担軽減策の検討、社会関係資本の形成・維持
要因の分析、介護問題の発生に関する階層間格差の解明、など）

・在宅療養中の高齢者と家族の支援に向けて、活用できる方法に関する研究を進める。（通
所サービスの質を向上させるケア方法の検討、など）

・生活困窮高齢者の健康課題を明らかにし、要因を整理して対応策に関する研究を推進す
る。（生活困窮者を含む都市在住高齢者の精神的健康と、自殺リスクの実態把握、健康の
階層間格差の要因分析とその緩衝効果についての検討、など）

・高齢者各年代におけるＰＥＴ脳画像データベースを充実する。（脳画像データの収集と基
礎解析ツールの開発、など）

項 目 年 度 計 画
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・外部評価委員会や進行管理報告会の結果を踏まえ、研究体制等に関する見直しへの活用を
図る。

・研究進行管理報告会を開催し、各研究の進行管理を行うとともに、所内での研究テーマ・
内容の共有化を図る。

・研究内容や研究成果の外部評価を実施する。

エ 適正な研究評価体制の確立

評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

○ 研究の外部評価は、法人運営に外部からの視点を取り入れる取組であり、透明性の確
保や、研究テーマの妥当性等を検証する手段として有効に機能している。

○ 平成２３年度から、評価の結果を翌年度の予算配分に反映させていることは、研究員
のモチベーションを向上させることにより、研究の着実な進展や研究成果の社会還元に
つながる取組であり、評価できる。

18

項 目 年 度 計 画
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評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

○ 自治体からの受託や審議会等への参加を積極的に行う等、行政施策への貢献を行って
いる。

○ ＷＨＯの協力研究機関として認定されたことを受け、研究成果を国内外に発信し、研
究所の存在感を高めていくことを期待する。

○ 産学公の連携による技術研究組合への参加は、研究成果を実用化につなげるために有
効な取組である。今後の具体的な成果を期待する。

・大学等の学生を一定期間受け入れ、専門技術の習得などに寄与する。

・センター及び外部の大学・研究機関と行う病理解剖コラボレーション事業など、高齢者バ
イオリソースセンターにおける共同研究を推進する。

・東京都全体の医療・研究ネットワークである東京バイオマーカーイノベーションネットワ
ークを構成する「東京医学研究推進・実用化連絡会」、「東京ＢＩネット」を発展させた
技術研究組合の活用等により、研究の推進を図る。

19

オ 他団体との連携や普及啓発活動の推進

(ｱ) 産・学・公の積極的な連携

大学や研究機関との交流や、学術団体や業界団体の活動に積極的に参画することにより、
大学や民間企業等との連携を強化し､研究開発や人事交流などの産・学・公の連携を推進す
る｡

・東京都、区市町村及び他の道府県との連携により、各自治体の事業へ貢献する。

・大学、研究機関などとの共同研究を推進する。
■平成２３年度目標値 受託研究等の受入件数 ５０件

・外国研究機関との共同研究やＷＨＯ研究協力センターの指定など、国際交流を推進する。

・大学等に研究員を非常勤講師として派遣する。

・関係団体等と連携し、健康増進等の普及に貢献する。

・連携大学院を推進し、研究者の育成に貢献する。

項 目 年 度 計 画
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評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

○ 研究成果の論文掲載件数や学会等への発表件数は、目標件数を達成しており、着実に
取り組んでいることがうかがえる。

○ 病院部門と共同した研究を進めていることは、法人の特性を活かした取組である。医
療と研究のより一層の連携を目指すため、「トランスレーショナル・リサーチ推進室」
の平成２４年度からの設置に向けて準備を行ったことは、医療・研究の連携に向けた体
制強化として評価できる。今後の具体的な成果を期待する。

○ トランスレーショナル・リサーチの推進においては、研究成果を対外的に分かりやす
く、かつ、効果的に公表していくことについても、重要な役割として取り組むことを望
む。

・共同研究等の締結に向け、企業及び研究室との綿密な調整を行い、研究成果の効果的な社
会還元に努める。

・介護予防の普及促進を図るため、介護予防主任運動指導員等養成事業を行う。

・介護予防や認知症予防の研究成果などを行政機関へ還元するため、区市町村職員向けに
「介護予防セミナー」を実施する。

・区市町村が行う介護予防推進のためのリーダー養成事業や介護予防・認知症予防などの研
究成果を活かすとともに、区市町村などと連携した研究活動を兼ねた広報の場を拡充する
ことで、普及啓発活動を推進する。

・科学技術週間行事に参画し、研究部門における研究内容等の普及啓発を行う。（年１回）

・老人研ニュースを定期的に発行し、研究部門の研究成果等の普及還元に努める。
（年６回）

・研究成果等をまとめた年報を作成する。

・職務発明審査会等を通じて積極的な特許取得・実用化を目指す。

項 目 年 度 計 画

20

オ 他団体との連携や普及啓発活動の推進

(ｲ) 普及啓発活動の推進や知的財産の活用

研究の成果を広く都民にわかりやすく伝えるため、従来の手法にとらわれることなく、
様々な機会を活用した普及啓発活動を行うとともに、特許の出願や使用許諾を推進する。

研究データの蓄積や整理を体系的に行い、研究活動の基盤を強化するとともに、普及啓発
の仕組みづくりを進める。

・研究成果等について、学会発表や論文投稿を積極的に行う。
■平成２３年度目標値 １５．２件（研究員１人当たりの件数）

・センター内における研究テーマ等の共有により、各研究チームや病院部門との連携を強化
し、研究の推進と臨床応用の方策を図る。

・区市町村と連携した老年学公開講座等を計画的に実施し、都民等への普及啓発を行う。
（老年学公開講座 年８回開催）
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○ センターに対しては、東京都からの派遣職員の解消が厳しく求められており、固有職
員の採用と育成が重要な課題となっている。その中で、各職種において採用数が昨年度
を上回り、人材確保に尽力したことが分かる。

○ 専門医等の資格取得に関し、常勤医師のみならず後期研修医も支援の対象とするなど、
支援対象の拡大を図ったことや、資格取得者の増加のうち、特に指導医が大幅に増加し
ていることは、評価すべきである。

○ 臨床研修医の育成に当たり、臨床研修医連絡会、救急医療に係る朝カンファレンスを
実施するなど、支援体制の強化が図られた。

○ 職員の意識や意向を把握するための職員アンケートを実施したことは、課題の抽出に
有効な手段である。今後は結果を分析し、改善等の取組に反映させていくことを望む。

評 定 ： Ａ（年度計画を上回って実施している）

・医師、看護師等の医療技術者及び医療事務などの事務職の研修支援を充実し、各職種の業
務における高い専門性を有する人材の育成を図る。

・センターの目指す医療を実現し、より質の高い高齢者医療を安定的・継続的に提供するた
め、必要な人材を随時積極的に採用するとともに、職員研修制度の一層の充実を図る。

ア センター職員の人材育成

年 度 計 画

イ 次世代を担う医療従事者・研究者の育成

・センターの経営・運営に資することを目的に、職員の意識・意向把握のための「職員アン
ケート」を実施する。

・各研究チームの横断的な人材育成を図り、老年学・老年医学をリードする研究者の育成を
推進する。

・医師等の業務負担軽減を図るための環境整備を進め、老年病専門医を始めとする専門医資
格取得の支援や、特定の看護分野に精通した看護師の育成など、職員の職務能力向上を図
る研修システムの整備・充実を図る。

ウ 人材育成カリキュラムの開発

項 目
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１ 都民に提供するサービス及びその他の業務に質の向上に関する事項
（３） 高齢者の医療と介護を支える専門人材の育成

・他の病院における事例を参考にしながら、職種ごとの研修のノウハウやカリキュラムの蓄
積と適切な見直しを進め、より汎用性の高い人材育成プログラムの構築を進める。

・初期及び後期臨床研修医への指導体制を充実するとともに、研究部門の研究施設利用や共
同研究への参加など、魅力ある研究・研修環境を整備し、専門志向が高く意欲ある研修医
の育成・定着を図る。

・看護学校及び医療系・保健福祉系大学・大学院その他教育・研究機関等の学生実習・見学
・インターンシップを積極的に受け入れ、高齢者医療への理解促進と専門知識を持つ人材
の育成に貢献する。

・連携大学院からの学生や大学・研究機関から研究者の人材を積極的に受け入れるととも
に、各研究チームによる横断的な人材育成を図ることにより、老年学・老年医学をリード
する研究者の育成を推進する。

－29－



２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項

・人材確保と効率的な業務運営を行うため、業務内容や個人の働き方に応じて、短時間勤務
制度など多様な勤務時間制度により、人員配置の弾力化を推進する。

・任期制職員の採用や常勤以外の雇用形態の活用などにより、効果的な医療の提供、研究の
推進に努める。

・高齢者に関する医療や研究需要の変化に迅速に対応し、センター経営の視点も踏まえなが
ら、診療科の変更や医師等の配置、研究体制の整備、研究員の配置を弾力的に行う。

ア 都民ニーズの変化に的確に対応した事業の実施と必要に応じた事業の見直し

評 定 ： Ａ（年度計画を上回って実施している）

○ 新施設での緩和ケア病棟開設に向け、平成２３年度から緩和ケアチームを発足し、コ
ンサルテーションを開始したことは計画性に優れ、また、救急診療部の設置も含め、都
民ニーズをしっかり捉えた取組がなされており、高く評価できる。

○ 高齢者が利用しやすいようホームページをリニューアルしたことで、アクセス数が前
年度に比べ増加し、センターの認知度の向上に寄与した。

○ 情報提供のためパンフレットや広報誌等を定期的に発行し、積極的な業務結果の公表
に努めていることは評価に値するが、作成した刊行物の配布対象や方法を工夫するなど、
意識的にＰＲ活動を行っていく必要がある。

22

（１） 効率的かつ効果的な業務運営

センターが自律性･機動性･透明性の高い運営を行うための運営管理体制を確立するとともに、地
方独立行政法人制度の特長を十分に活かして、業務運営の改善に継続的に取り組み、より一層効率
的な業務運営を実現する。

そのため、診療・研究体制の弾力的運用を図り、効果的な医療の提供、研究の推進に努める。

項 目 年 度 計 画

・年度計画、事業実績、給与基準等の法人の基本な経営情報を始め、事業運営に係る広範な
事項について、ホームページ等を通じて積極的な公表を図り、都民に納得の得られる業務
運営を行う。

イ 業務・業績の積極的な公表

・都民のニーズに応えた業務運営を実施するため、センター運営協議会を開催し、外部有識
者の意見や助言を得ながらセンター運営の改善を進める。

・新施設の開設を視野に入れつつ、各種会議や組織の見直しを進め、より効率的・効果的に
組織の意思決定・運営ができる運営体制の構築を目指す。
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○ 従来の単年度契約や価格競争入札による契約方法を、複数年度契約や企画提案方式等
に積極的に変更し、質を担保しながら費用の節減を行ったことは、評価できる。

○ 研究部門の取組において、研究の評価を研究費の配分に反映する仕組みを構築したこ
とは、研究員の目標達成意欲を向上させ、有益な研究成果を社会に還元することにつな
がるため、有効な手法であるといえる。

評 定 ： Ａ（年度計画を上回って実施している）

・医療・研究ごとの財務状況を的確に把握するとともに、それぞれの経営努力を促すために
目標を設定し、その達成状況をそれぞれに評価・反映するシステムを適切に運用する。
また、経営企画課を中心に各部門が連携して、経営に関する情報を管理し、活用する。

24

エ 計画的な施設・医療機器等の整備

・高度･先端医療、急性期医療への重点化に対応するため、現行施設において可能な範囲で､
必要に応じて施設・機器等の整備を行う。また、整備に当たっては、センターの使命を果
たす上での必要性や、患者増や収入確保の観点、費用対効果の観点から十分検討するとと
もに、新施設への移設を前提に整備する。

・新施設における医療機器等の整備を計画的に進めるため、調査結果を踏まえた整備年度計
画を策定する。

オ 柔軟で機動的な予算執行

(ｱ) 予算執行の弾力化等

・中期目標及び中期計画の枠の中で、弾力的な予算執行を行い、事業の機動性の向上と経済
性の発揮を目指す。

(ｲ) 多様な契約手法の活用

・透明性・公平性の確保に留意しつつ、契約手続きの簡素化等を進めるとともに、契約内容
に応じて複数年契約や複合契約など多様な契約手法を活用し、質の確保と経費の縮減を図
る。

カ 経営に関する情報の管理、データ蓄積及び情報共有化の促進

評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

○ 人事考課制度について職員アンケートを行い、人事考課制度が職員のモチベーション
の向上をもたらしていることを確認している。こうしたアンケート結果を活用しながら、
制度の検証を行い、より良い制度にしていくことを期待する。

○ 都派遣職員の解消を見据え、センター固有職員を対象とした昇任制度を確立し、初の
昇任選考を実施したことは、健全なセンター運営を行う重要な要素であり評価できる。

項 目 年 度 計 画
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項 目 年 度 計 画

・評価結果を反映させた昇任制度の構築及び実施を図る。

(ｲ) 業績・能力を反映した給与制度の適切な運用

・人事考課制度導入後の検証を行うとともに、公正な評価が行えるよう引き続き評価者研修
を実施する。

(ｱ) 人事考課制度の導入

ウ 個人の能力・業績を反映した人事・給与制度
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２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項

・地域の医療機関や介護施設等との連携を進め、紹介患者の返送や逆紹介、入院中から退院
後の生活までを見据えた診療計画を策定し、退院支援チームの活動強化を図る。

・高齢者の特性に配慮した負担の少ない治療の積極的な実施や、ＤＰＣに対応した診療内容
の見直しなどの工夫を図り、在院日数の短縮を図る。

ア 病床利用率の向上

イ 外来患者の増加

・病床利用率９０％の達成、維持を目指す。
■平成２３年度目標値 病床利用率 ９０．０％

・病床の一元管理を実施し、病床運用の効率化を図る。

・術前検査適応症例については、入院前に検査を実施し、在院日数の短縮を図る。
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（２） 収入の確保、費用の節減

地方独立行政法人化により、高齢者が求める適切な医療が提供出来るよう、地域との役割分担を
明確化しながら、経営資源の有効活用を図る取組を行う。

また、これまで以上に収支による経営状態を把握し、経営の効率化に取り組む。

項 目

・診療待ち時間対策、接遇の向上に引き続いて取り組むとともに、地域医療連携、センター
として特色ある診療科の紹介などを行い、センターが提供する医療への信頼を高め、外来
患者の増加を図る。

評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

○ ＭＳＷの病棟担当制の導入や地域の医療・介護機関との合同カンファレンスの実施な
どにより、退院支援が進んでいるほか、術前検査センターやＤＰＣベンチマークの活用
により、前年度と比べ平均在院日数の短縮が図られている。早期退院に向けた支援であ
ると同時に、診療収入増につながる取組として、評価できる。

○ 外来患者については、乳がん検診の受託などの取組が患者増につながっている。
○ 今後は、新たに設置した「医療連携委員会」における患者受入れの推進や、病床管理
を一元的に行う取組により、入院患者の受入れ増、病床利用率の向上が実現されること
を期待する。

年 度 計 画

－32－



エ 未収金対策

・医療サービス推進課、保険委員会を中心に保険に関する情報や査定結果を踏まえた適切な
保険請求方法などの周知・指導やレセプト点検等により、請求漏れ防止、査定減対策に取
り組む。

■平成２３年度目標値 査定率 ０．３０％

ウ 適切な診療報酬の請求

評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

・医療と研究の一体化のメリットを活かし、受託・共同研究に積極的に取り組むとともに、
競争的研究資金獲得のために積極的に応募するなどにより、研究員一人当たりの研究費獲
得額の増加を目指す。

オ 外部研究資金の獲得

・未収金管理要綱に基づき、個人負担分の診療費に係る未収金の発生防止対策、患者・家族
の経済状況を踏まえながら、未収金の早期回収対策に取り組む。

■平成２３年度目標値 未収金率１．００％

27

評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

○ より適確な診療報酬請求業務を行うため、必要な人員配置を行い、入院に係る診療報
酬請求業務について、従来の業務委託から、職員が業務を実施する直営方式への移行を
行った。今後の査定率減少やＤＰＣコーディングの適正化による収入増を期待する。

項 目 年 度 計 画

○ 研究員一人当たりの研究費獲得額は前年度と比べ減少しているが、件数は増加してお
り、獲得額の合計も増加している。

○ 平成２１年度、２２年度に全国で上位であった文部科学省科学研究費補助金の新規採
択率が下がったことは残念である。今後の取組に期待する。

26

項 目 年 度 計 画
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○ 入院に係る診療報酬請求業務について、より適切に請求業務を行うために直営型に改
めた経営判断は、地方独立行政法人ならではの柔軟で機動的な対応として評価できる。
今後の具体的な成果に期待する。

○ 診療材料について、ＳＰＤシステム（物流・在庫管理システム）の導入により在庫を
約８０％圧縮し、効率的な在庫管理を行うようになったことは高く評価できる。

評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

・契約案件ごとに契約期間の複数年度化など、より経済的かつ質の維持にも配慮した契約方
法を検討し、物品調達を実施する。

・後発医薬品の採用促進、診療材料採用基準の適切な運用により、材料費の抑制を図る。

・各部門における、人件費を含めたコスト管理を定期的に行い、効率的な資金の運用とコス
ト意識の向上を図る。

・各部門における経費削減等の経営改善の取組に対するインセンティブを与える仕組の拡充
を検討する。

・新施設を見据えながらセンターの実情に合った診療科・部門別原価計算実施手法の構築を
図る。

ク 調達方法の改善

項 目 年 度 計 画
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カ 業務委託

・業務委託の在り方を見直し、委託業務仕様内容の再点検や人材派遣への切り替えなどを行
い、経費効率の向上を図る。

・新施設におけるＳＰＤ（物流・在庫管理）システム導入を見据え、現行施設において一部
の物品についてＳＰＤシステムを先行導入する。

・検体検査業務については、経済効率、検査結果の迅速提供による医療サービスの向上、臨
床検査技師の技術水準の維持・向上などの観点から総合的に検討し、効果がある検査につ
いては外注する。

・事務部門、医療・研究の周辺業務について、費用対効果、業務水準の維持向上、臨機応変
な対応の必要性などの観点から総合的に検討し、効果がある業務についてはシステム化及
びアウトソーシングを実施する。

キ コスト管理の仕組みづくり
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評 定 ： Ａ（年度計画を上回って実施している）

○ 新施設への移転を控えた時期にありながら、都派遣職員の解消を見据え、積極的な職
員採用活動を行った。その中で、病院や民間企業の勤務経験者の採用を促進したことは、
経営基盤の強化につながる取組であり、評価に値する。

○ 診療報酬の新たな加算導入や積極的な外部研究費獲得など、収入増の成果を上げると
ともに、ＳＰＤシステム（物流・在庫管理システム）の導入による診療材料の在庫削
減やコスト減についても、具体的な成果が現れている。

４ 予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

５ 短期借入金の限度額

８ 料金に関する事項

７ 剰余金の使途

６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

３ 財務内容の改善に関する事項

項 目 年 度 計 画
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(1) 効率的な経営に努めていくために、経営企画機能の強化を図り、病院経営のノウハウを
蓄積していく。

(2) 計画的な収支の改善に向けて､中期計画期間中の予算､収支計画を着実に実施していく。

(3) センターは、地方独立行政法人法の趣旨に沿って定められた基準により運営費負担金等
の交付を受け、効率的な運営に努めていく。診療部門は、経営資源の有効活用を図るな
どにより継続的な収支の改善に取組む。研究部門は、効率的な研究実施に努め、管理費
等の運営経費について一定の圧縮に取組む。

(4) 固定資産の管理体制を各部門と連携して構築するなど、より適切な資産管理を行ってい
く。

(5) 財務内容の把握がきめ細かく行えるよう、月次決算データの活用を図る。

評価対象外
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評 定 ： Ｂ（年度計画を概ね順調に実施している）

○ 新施設開設に向けて「開設準備委員会」を設置し、ワーキンググループにおける個別
案件の議論を経て、施設整備や運営面に関する方針を策定するなど、計画的に準備を進
めている。

○ 近隣住民及び施設へ最大限の配慮をするとともに、工事業者と毎週工程会議を開催し、
連携体制を敷いている。また、厳しい工程期間の中で、計画的及び効率的に準備を進め
ており、工事を含めた開設準備の進捗状況は概ね順調である。

項 目 年 度 計 画
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(1) 新施設で実施する新たな取組への準備

新施設において高齢者に対する急性期医療と高度・先端医療の提供及び高齢者のＱＯＬを
維持・向上させていく研究を実施していくため、新施設における必要な設備・機器等の整備
について具体的な検討を行う。

重点医療については「センター制」を導入することとし、診療機能や体制の具体的内容の
検討を進める。

老化予防健診など保険診療の枠にとらわれない新たな事業の検討を行う。

(2) 効率的な施設整備の実施

新施設の実施設計に基づき、高齢者専門病院・研究所としてふさわしい環境及び環境対策
にも十分配慮した施設の整備を進めるとともに、各部門等の運営上の課題や業務フローなど
に関する検討を進める。

新建物への移転に向けた基本的な考え方を整理し、移転計画立案の準備を進める。

(3) 周辺施設等への配慮

近隣住民に対し、工事期間中の説明を適切に行うとともに、板橋キャンパス各施設や都・
区関係機関との連絡調整を十分に行い、事故防止・安全対策と円滑な業務運営の継続に努め
る。

発注者として適切な工程・施工管理・監督を行うため、工事監理、施工者をはじめとした
関係者と密に連携する。

９ その他法人の業務運営に関し必要な事項（新施設の整備に向けた取組）
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